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公益財団法人埼玉県下水道公社の概要 
  

 

  当公社は、埼玉県が設置する流域下水道の維持管理運営並びに下水道に関する調査研究及び知

識の普及啓発に関する業務を行うとともに、県及び市町の実施する下水道施策に協力し、もって

下水道の有する多様な機能を通じて循環型社会の形成に貢献し、地域社会の持続的な発展に寄与

することを目的に設立された法人で、その概要は次のとおりである。 

 

１ 法 人 の 名 称 公益財団法人埼玉県下水道公社 

 

２ 設 立 年 月 日 昭和５４年２月１日 

    （平成２４年４月１日 財団法人から公益財団法人に移行） 

 

３ 事 業 所 及 び 所 在 地 本    社 

  さいたま市桜区田島七丁目２番２３号 

    荒川左岸南部支社 

 戸田市笹目五丁目３７番地の１４ 

   荒川左岸北部支社（水質調査センター） 

 桶川市大字小針領家字堤内９３９番地 

   荒川右岸支社 

  和光市新倉六丁目１番１号 

   中川支社 

   三郷市番匠免三丁目２番２ 

   古利根川支社 

  久喜市吉羽７７２番地の１ 

 

４ 評議員・役員・職員数 評議員７名 

   常勤理事３名・非常勤理事８名・非常勤監事２名 

   職員１１7 名 

 

５ 基 本 財 産 １億１,００６万円 

   （県：５,５０３万円、流域関連４７市町：５,５０３万円） 

 

６ 事 業 の 内 容  

（１）流域下水道の維持管理運営業務 

（２）流域下水道の維持管理運営業務と一体となって実施する改築業務 

（３）下水道における水循環、資源循環及び施設再生に係る調査研究 

（４）市町の実施する下水道における維持管理業務等の技術的支援 

（５）下水道に関する知識の普及啓発 

（６）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
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令和７年度事業報告 

Ⅰ 基本方針 
「経営方針」（令和２年３月３０日決定）及び中期経営計画（令和５年度～９年度）に掲げる

「経営目標」に基づき、令和７年度の「経営指標」を設定し、その達成に向け各種事業を推進し

た。 

 

〇  水環境の保全・創造に努め、県民の快適な生活環境の確保と資源循環の推進、地球環境 

の保全に貢献する。 

〇  安心・安全で適正かつ効率的な維持管理に努め、培った技術を活用して市町への支援を 

を行う。 

〇  下水道に対する県民の理解を促進するとともに、明るく活力がある職場環境をつくる。 

 

 

１ 環境に配慮した最適管理   ２ 効率的な維持管理 

３ 安心・安全の確保    ４ 市町支援の充実 

５ 下水道に対する理解の促進  ６ 活力ある強靭な組織づくり 

 
Ⅱ 経営指標 

１ 良好な放流水質の確保 

項 目 目 標 実 績 

全水循環センター放流水の平均ＢＯＤ値 ５mg/ℓ 以下 ４.４mg/ℓ  

 

２ 地球環境の保全及び資源循環の推進 

項 目 目 標 実 績 

温室効果ガス排出量の削減（平成２５年度比） ３１％以上 ２５．４％ 

 

３ 効率的維持管理の推進 

項 目 目 標 実 績 

運転の工夫等によるコスト削減（令和３年度比） １億５，０００万円 ４億４７７万円 

  

４ 効果的な普及啓発事業の実施 

項 目 目 標 実 績 

公社ホームページ・ＳＮＳ閲覧者、及び各種イ

ベントの参加者 

１７万人以上 １７万６，８３０人 

 うち「水循環センター見学者」及び「移動下

水道教室参加者」 

８，０００人以上 ５，２７３人 

 

【経営方針】令和２年３月３０日決定 

【経営目標】中期経営計画（令和５年度～令和９年度） 
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Ⅲ 事業報告 
 

１ 流域下水道の維持管理運営 

荒川左岸南部、荒川左岸北部、荒川右岸、中川及び古利根川の５つの流域下水道の維持管理

運営業務を県から受託し、流域関連市町からの流入下水を２４時間３６５日安定的に処理した。

令和７年度の流入下水量は約６億４千万㎥だった。 

令和７年１月２８日に八潮市内で発生した道路陥没事故による流入水量の急激な変動や土砂

の大量流入に対し、公社一丸となって運転管理の対応を行った。 

また、荒川上流、市野川及び利根川右岸の３つの流域下水道に係る汚泥焼却業務等を県から

受託し、荒川上流及び利根川右岸流域の汚泥は主に元荒川水循環センターで、市野川流域の汚

泥は主に新河岸川水循環センターでそれぞれ焼却処理した。 

 

 公社の受託業務の内容、流域下水道の関連市町、施設概要、流入下水量・汚泥発生量（処理

固形物量）・焼却灰発生量は、次のとおりである。 

 

・水循環センター及び中継ポンプ場の運転管理、保守点検、機器等の修繕、清掃 

・幹線管渠及びマンホールの保守点検、清掃 

・流入下水量の測定、記録 

・流入及び放流水質並びに汚泥の分析 

・自家用電気工作物の保安管理 

【各流域下水道の関連市町】 

流 域 名 関 連 市 町 市町数 

荒川左岸南部 さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市 ５市 

荒川左岸北部 熊谷市、行田市、鴻巣市、桶川市、北本市 ５市 

荒 川 右 岸 
川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、 

新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、川島町、吉見町 
１０市３町 

中 川 

さいたま市(一部)、川口市(一部)、春日部市、草加市、 

越谷市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、

伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町 

１１市４町 

古 利 根 川 加須市、久喜市 ２市 

計  ３８市町 

【各流域下水道の施設概要】 

流域名 センター名 処理方式 
主要な管理施設 

放流河川 
主要設備 中継ポンプ場 

荒川左岸 

南   部 

荒川 

水循環センター 

・嫌気好気活性汚泥法(6系列) 

・担体投入凝集剤添加循環式

硝化脱窒法(1系列) 

・循環式硝化脱窒法(1系列) 

水処理  8系列 

脱水機  10台 

焼却炉  4基 

雨水沈殿池 3池 

日進 鴨川 

南部 荒川 

三崎 指扇 

芝 

荒    川 

荒川左岸 

北   部 

元荒川 

水循環センター 

・硝化脱窒型嫌気好気活性汚

泥法(3系列) 

・凝集剤添加嫌気無酸素好気

法(0.5系列) 

水処理  3.5系列 

消化槽  3基 

脱水機  3台 

焼却炉  3基 

鴻巣 

桶川 

川里 

元 荒 川 

荒川右岸 
新河岸川 

水循環センター 

・硝化脱窒型嫌気好気活性汚

泥法(4系列) 

・凝集剤添加循環式硝化脱窒

法(1系列) 

水処理  5系列 

脱水機  ９台 

焼却炉  3基 

富士見 

川島南 

川島北 

吉見 

新河岸川 

【受託業務の内容】 
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新河岸川上流 

水循環センター 

・標準活性汚泥法(2系列休止) 

・担体投入凝集剤添加循環式

硝化脱窒法(1系列) 

水処理  1系列 ― 新河岸川 

中   川 
中川 

水循環センター 

・硝化脱窒型嫌気好気活性汚 

泥法(6系列) 

・凝集剤添加循環式硝化脱窒

法+高速沪過(2系列) 

・凝集剤添加循環式硝化脱窒

法(1系列) 

水処理  9系列 

消化槽  4基 

脱水機  7台 

焼却炉  3基 

春日部 中    川 

古利根川 
古利根川 

水循環センター 

・硝化脱窒型嫌気好気活性汚

泥法(2系列) 

・凝集剤添加ステップ流入式 

多段硝化脱窒法(1系列) 

水処理  3系列 

脱水機  3台 

焼却炉  1基 

清久 河原井 

東   鷲宮  

栗橋 古久喜 

中落堀川 

計   

水処理 29.5系列 

消化槽  7基 

脱水機 32台 

焼却炉 14基 

雨水沈殿池 3池 

21箇所 ― 

【各流域下水道の流入下水量・汚泥発生量（処理固形物量）・焼却灰発生量】 

項 目 

流域名 
流入下水量 

（m３／年） 

汚泥発生量 

（処理固形物量） 

（t-ds／年） 

焼却灰発生量 

（t／年） 

荒川左岸南部 227,311,680 39,190.45 3,177.45 

日 平 均 622,772 107.37  8.71  

前年度比（％） 90.4 96.2 89.0 

荒川左岸北部 47,672,508 3,635.30 687.54 

日 平 均 130,610 9.96  1.88  

前年度比（％） 91.0 105.0 101.7 

荒川右岸（流域計） 193,621,051 39,796.69 2,265.24 

日 平 均 530,469 109.03 6.21  

前年度比（％） 92.0 102.0 96.8 

 新河岸川 

水循環センター 

181,524,220 39,796.69 2,265.24 

日 平 均 497,327 109.03  6.21  

前年度比（％） 92.0 102.0 96.8 

新河岸川上流 

水循環センター 

12,096,831 - -  

日 平 均 33,142 -  -  

前年度比（％） 91.6 - - 

中  川 154,440,216 24,322.28 5,284.26 

日 平 均 423,124 66.64  14.48  

前年度比（％） 97.5 111.7 113.4 

古利根川 14,088,956 2,221.84 272.63 

日 平 均 38,600 6.09  0.75 

前年度比（％） 98.4 95.0 101.2 

合  計 637,134,411 109,166.56 11,687.12 

日 平 均 1,745,574 299.09 32.02 

日平均前年度比（％） 92.8 101.7 101.5 
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（１）良好な放流水質の確保 

ア 水処理・汚泥処理施設の適切な運転管理 

流入水の状況に応じて反応タンクへの送風量等を適切に管理するとともに、発生汚泥の

状況に応じた汚泥処理を適切に実施し、下水道法や水質汚濁防止法等の関係法令を遵守し

た下水処理水を放流した。 

放流水のＢＯＤ値（全水循環センターの加重平均）は４.４mg/ℓ であり、目標の５.０

mg/ℓ 以下を達成した。 

【放流水のＢＯＤ値（mg/ℓ ）】 

センター名 目 標 実 績 

全水循環センター（加重平均） ５.０以下 ４.４ 

荒川水循環センター ５.０ ６.５ 

元荒川水循環センター ５.０ ４.９ 

新河岸川水循環センター ５.０ ２.７ 

新河岸川上流循環センター ５.０ ２.２ 

中川水循環センター ５.０ ３.８ 

古利根川水循環センター ５.０ ３.６ 

 

イ 東京湾の良好な水環境の確保 

窒素、リンの除去能力が高い高度処理（段階的高度処理を含む）の施設化率が 100％とな

った全ての水循環センターにおいて、高度処理の安定運用を図り、東京湾の富栄養化の防止

に貢献した。 

（２）地球環境の保全及び資源循環の推進 

ア 汚泥処理施設の最適運転 

荒川水循環センター及び新河岸川水循環センターにおいて、汚泥そのもののエネルギーで

汚泥を燃焼させる自燃（じねん）運転に取り組み、都市ガスや灯油などの燃料使用量を削減

するとともに、二酸化炭素の発生を抑制し、温室効果ガスの排出量を削減した。 

 

イ 下水汚泥の高温焼却 

  全水循環センターにおいて、汚泥焼却炉内の燃焼温度を高温（８５０℃以上）にコントロ

ールし、一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）の発生を抑制し、温室効果ガスの排出量を削減した結果、

基準となる平成２５年度と比べて２５.４％の削減となったが、目標の３１％以上の削減は

未達であった。 

【温室効果ガスの排出量（t-CO2）】 

令和７年度 平成 25 年度（基準） 増減(△) 伸率(％) 

240,464 322,383 △81,919 △25.4 

 

ウ 下水汚泥の有効活用 

元荒川水循環センター及び中川水循環センターにおいて、汚泥の処理過程において汚泥

消化によりバイオガスを発生させ、民間企業が運営する発電事業に対し、ガスの供給を行っ

た結果、元荒川水循環センターは計画値を達成したが中川水循環センターでは計画値を下回

った。これは令和７年１月２８日に発生した、中川流域下水道の下水道管の破損に起因する

と考えられる道路陥没事故の影響により、中川水循環センターに多量のシルト質細砂が流入

した結果、初沈濃縮機の能力を十全に発揮することができず、消化タンクへの汚泥投入量が

減少したためである。また、県が新河岸川水循環センターで行っている下水汚泥固形燃料化

事業に対して、安定的に汚泥の供給を行った。さらに、県が進める燃焼灰肥料化の取組に協

力した。 
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【バイオガスの供給量（Nm3/年）】 

センター名 令和７年度 計 画 増減(△) 

元荒川水循環センター 1,570,695 1,437,648 133,047 

中川水循環センター 3,684,832 4,758,000 △1,073,168 

 

エ さいたま新都心地区への再生水の供給 

さいたま市下水処理センターの２次処理水を隣接する再生水施設で高度処理し、さいたま

新都心地区（さいたまスーパーアリーナほか２０施設）に再生水（トイレ洗浄水等）を供給

した。 

【供給水量（m3/年）】 

令和７年度 令和６年度 増減(△) 伸率(％) 

335,837 320,445 15,392 4.8 

 

オ 不老川への処理水の還流 

新河岸川上流水循環センターの処理水を隣接する川越浄化プラントから不老川に還流し、

河川の水量確保と水質改善を図った。 

【供給水量（m3/年）】 

令和７年度 令和６年度 増減(△) 伸率(％) 

8,845,030 8,162,770 682,260 8.4 

 

（３）効率的維持管理の推進 

ア ⅠＣＴ化・ＤＸの推進 

    会議等における Microsoft Teams の活用、ペーパレス化を含む内部事務の効率化な

どＩＣＴ化やＤＸを推進することで、運転管理や内部事務の効率化によるコスト削減

に取り組むとともに、令和７年度から令和９年度を計画期間としたＤＸ推進計画を策

定した。 
 

イ 運転の工夫等による光熱水費等の削減 

放流水質と電力使用量削減を両立する最適運転、超微細散気装置など省エネ機器への更新、

薬品・燃料等の効率的使用により費用を削減した結果、基準となる令和３年度と比べて４億

４７７万円削減となり、目標の１億５，０００万円以上の削減を達成した。 
 

ウ 設備機器の適正管理と管路点検 

下水道局の「ストックマネジメント計画」との整合を図りつつ、設備機器の健全状況に応

じて「点検・修繕 10 か年計画」を適宜見直すとともに、「下水道施設台帳システム」を活

用した効果的・効率的な維持管理を実施した。また、管路施設の維持管理要領に基づき、流

域管路の点検・調査及び清掃を行った。 
 

エ インハウス検討委員会による発注内容の精査 

支社内に設置するインハウス検討委員会において、業務委託、修繕及び工事の発注予定案

件ごとに、発注する設備や機器の範囲、新技術の導入などコストの削減を含めて精査するこ

とにより、適正な維持管理を図った。 

 

オ 県内企業の参入機会拡大 

県内企業振興に関する県の方針を参考に、県内企業の参入機会の拡大を図った。 
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２ 流域下水道施設の改築 
  荒川左岸南部、荒川右岸、及び中川の３つの流域下水道の老朽化施設の改築工事に係る設計

及び施工管理業務を県から受託し、発注・管理監督を行った。改築工事の内容は、次のとおり

である。 

流 域 名 改築工事の内容 件 数 金額（千円） 

荒川左岸南部 焼却炉設備改築工事ほか   ６件 540,752 

荒 川 右 岸 焼却炉設備等改築工事ほか  ５件 714,817 

中    川 水処理計装設備等改築工事ほか  ４件 186,883 

計  １５件 1,442,452 

 

３ 履行監視業務等 

県が包括的民間委託している荒川上流、市野川及び利根川右岸流域下水道に係る履行監視業

務における監督支援業務を受託した。 

また、荒川上流、市野川及び利根川右岸流域下水道の汚泥焼却業務を県から受託し、下水汚

泥を荒川水循環センター、元荒川水環境センター及び新河岸川水環境センターで受け入れて焼

却処理した。 

荒川上流、市野川及び利根川右岸流域下水道の関連市町、施設概要は、次のとおりである。 

【各流域下水道の関連市町】 

流 域 名 関 連 市 町 市町数 

荒 川 上 流 深谷市、寄居町 １市１町 

市 野 川 滑川町、嵐山町、小川町 ３町 

利根川右岸 本庄市、美里町、神川町、上里町 １市３町 

計  ２市７町 

【各流域下水道の施設概要】 

流 域 名 センター名 処理方式 
主要な管理施設 

放流河川 
主要施設 中継ポンプ場 

荒川上流 

 

荒川上流 

水循環センター 

高度処理オキシデー

ションディッチ法 

（1.5系列） 

水処理 1.5系列 

脱水機 2台 

寄 居 

深 谷 
荒 川 

市 野 川 

 

市野川 

水循環センター 

高度処理オキシデー

ションディッチ法 

（3系列） 

水処理 3系列 

脱水機 2台 
小 川 市 野 川 

利 根 川 

右   岸 

小山川 

水循環センター 

標 準 活 性 汚 泥 法

（1.75系列） 

オキシデーションディ

ッチ法（0.25系列） 

水処理 2系列 

脱水機 3台 
― 女 堀 川 

計   
水処理 6.5系列 

脱水機 7台 
3箇所 ― 

 

４ 維持管理技術の調査研究及び活用 

（１）維持管理技術の調査研究 

調査研究（共同） 

ア 蛍光強度を利用した下水道不明水の浸水箇所の推定調査 

～県内流域下水道への応用～（単年度） 

   令和５年度から令和６年度に行った調査研究から、荒川左岸北部流域内の接続点

において、人工甘味料濃度と蛍光強度、BOD 及び COD 等が不明水のマーカーとして

有効である可能性を示せた。そこで、本研究では、公社が管理する 5 流域の接続点
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において、荒川左岸北部流域と同様に蛍光強度、BOD 及び COD が不明水のマーカー

として使用できるか検証し、手法の普遍性を確認する。 

【結果】 

５流域の幹線において、蛍光強度、BOD 及び COD の測定結果から、不明水が多い

と考えられる処理分区が推定できた。また、これらの測定項目は不明水のマーカー

として機能し、浸入箇所の推定に活用できる可能性が示された。 

・共同研究者：埼玉県環境科学国際センター  

・場   所：元荒川水循環センター 

 

調査研究（単独） 

ア 軸受劣化診断装置を活用した修繕サイクルの延命（令和６年度～令和８年度） 

南部支社では、陸上ポンプ及び槽外形汚水ポンプの修繕を行うにあたり、流域下水道機

械設備標準保守点検基準で定められている「５年又は２５，０００時間」を基に予防保全

を行うこととしている。 

一方、上記ポンプの一部については、予算状況に鑑み、基準どおりの修繕執行が困難な

ものもあり、そのような状況にあるポンプの劣化進行具合が懸念される。 

そのため、ポンプの劣化状況を事前に把握し、突然の故障、停止、事故を未然に防止す

ることができれば、ポンプの延命化を図ることができ、修繕費の適正な執行に役立てるこ

とができる。そこで本調査研究では軸受劣化診断装置によるポンプの劣化状況の把握をす

ることを目的とした。調査対象はさいたま新都心浄化プラントの原水ポンプ、送水ポンプ、

排水ポンプ、通気ブロワとし、軸受劣化診断装置を用いた測定を行った。 

イ 管廊内の作業環境確保と電力削減（単年度） 

新河岸川水循環センターでは、「給排気ファンの運転抑制等の導入に係る公社の対応方

針」に基づき、夜間等タイマーによる送排風機停止などにより、電力削減行っている。こ

の電力削減を更に進めるため送排風機の間欠運転を令和６年度から実施していた。実施に

あたって管廊内の二酸化炭素濃度を測定したところ、夏場に人体に影響が出る１，０００

(ppm)を超える濃度の場所が確認された。本調査研究では、管廊内の二酸化炭素濃度の継

続測定を実施、作業環境の状態を把握するともに、電力削減とのバランスを考えた最適な

送排風機の運転時間を確立することを目的に調査を行った。 

【結果】 

本調査研究により、安全な作業環境下での送排風機の運転時間の設定により、運転時間

を５から１２時間削減（４２８．６５kWh/日）することができた。また、二酸化炭素濃度

が高い地点については、発煙剤を用いて空気の流れを可視化し確認した。この結果、当該

地点ではほぼ無風の状態で空気が滞留していることが確認され、空気が滞留しやすい環境

であることが示唆された。充分な換気がされておらず、空気中の二酸化炭素が蓄積された

ことにより二酸化炭素濃度が高くなったと推測した。 

 

  ウ 管渠内の硫化水素抑制の最適化に関する調査（令和６年度～令和８年度） 

      中川流域では、管渠内で発生する硫化水素対策として春日部中継ポンプ場から薬品の注

入を行っている。しかし、硫化水素濃度の監視をしているﾁｭｳ 22 及びﾁｭｳⅡ13 の下流にて

抑制効果の低下が見られる。  

このため、薬品使用量の増加に加え、購入単価上昇に伴う注入費用の増加、入札参加業

者の減少等の理由により注入コストが高くなっている。  

そこで本調査は、改めて薬品の種類、注入方法の検討を行い最適な維持管理を目指すも

のである。 

【結果】 

調査の結果、薬品の硫化水素抑制効果の即効性、持続性の観点から硝酸カルシウムは管

渠上流、ポリ硫酸第二鉄は管渠下流を対象として使用することが望ましく、混合注入によ

り両薬品の特性を活かせることが示唆された。高濃度の硫化水素が発生しやすい夏季にお
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いてはポリ硫酸第二鉄と硝酸カルシウムの混合注入により、中川流域のような長距離管渠

の長寿命化、LCC（ライフサイクルコスト）の削減効果が期待できる。 

 

   エ 圧送管出口部における硫化水素対策と改善（令和７年度～令和８年度） 

      古利根川流域では、圧送管出口で高濃度の硫化水素が発生し、臭気拡散や管路内土木構

造物の腐食の懸念がある。 栗橋中継ポンプ場からのでは硝酸カルシウム注入により硫化

水素抑制を行っているがコスト負担が大きいため、空気注入による抑制効果の検証を進め

ている。 その他の圧送管出口でも硫化水素対策の必要性が認識されている。当流域には

フク-63 以外に高濃度の硫化水素が発生している圧送管出口部が 2 か所存在する。この 2

か所においても硫化水素抑制の手法を見出す必要がある。 

（２）調査研究事業報告会 

令和６年度に取り組んだ調査研究事業について、埼玉県下水道局、下水道事務所、下

水道公社及び県内市町の下水道関連職員を対象に「調査研究事業報告会」を開催した。 

実施日 令和７年９月５日（金） 

場所等 オンライン配信 

内 容 

報告：２件（内共同１件） 

「人工甘味料濃度および蛍光強度を利用した下水道不明水の浸入箇所

の推定手法の検討」など 

（３）維持管理技術の活用 

日本下水道事業団等が実施する技術研修などに職員を講師として計１７名派遣し、全

国の下水道関係技術職員の育成に貢献した。 

 

５ 災害対策の強化 

（１）行動計画等の継続的改善 

地震や大雨、施設の故障、流入水の水質異常等に適切かつ迅速に対応できるよう、配備の

発令基準及び解除基準や配備体制表など「災害等対策活動体制計画」を整備するとともに、

「異常降雨時対応マニュアル」、「有害物質流入時対応マニュアル」などの継続的な見直し

を行った。 

（２）実践に即した訓練の実施 

災害発生時の迅速な対応力の向上を目指し、被害想定に基づく実動訓練や流域間支援訓練

を実施した。また、災害が発生した際に使用する資機材（排水ポンプや発電機など）の運転

操作訓練を実施した。 

（３）配備体制の確立及びタイムラインの活用 

大雨洪水注意報・警報発表時や震度４以上の地震発生時には、直ちに配備体制を確立し、

情報収集と運転対応を行った。また、台風の接近が予想される場合には、タイムラインを発

動し、事前の準備を行った。 

 

【配備回数・人数】 

項 目 令和７年度 令和６年度 増 減(△) 

大雨（注意報以上） ３８回・延べ２０２人 ４１回・延べ２８２人 △３回・延べ△８０人 

地震（震度４以上） １回・延べ  ２人  ０回・延べ  ０人 １回・延べ  ２人 

合 計 ３９回・延べ２０４人 ４１回・延べ２８２人  △２回・延べ△７８人 
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６ 市町・組合への技術的支援の推進 

（１）三者協議会の活用 

県、市町村、下水道公社による下水道事業推進協議会（三者協議会）の市町村事業支援分

科会において、県下水道局の事務局運営に協力した。 

１月には、県内下水道事業における「酸素欠乏・硫化水素中毒」対策をテーマに、元荒川

水循環センター（北部支社）にて勉強会を開催した。勉強会では、１１市５町１組合３１人

が参加し、講義や事故事例の紹介のほか、呼吸用保護具の使用方法や実際の現場で酸素濃度

や硫化水素濃度の測定を実施した。 

（２）下水道支援サービスの実施 

無料サービスを２８件（２８市４町１組合）、有料サービスを５件（４市１町）行うとと

もに、令和７年度の有料サービス受注に向けたＰＲ活動を行った。 

 

【無料サービス実績】 

メニュー 内  容 件   数 

維持管理 

サポート 

設備の不具合対応サポート、業

務委託監督サポート等 
１０件（５市） 

水質管理 

サポート 

水処理状況確認のための水

質検査等 
６件（３市） 

技術研修 

サポート 
現場体験型実務研修等 ８件（１６市４町１組合） 

普及啓発 

サポート 
下水道教室の運営サポート等 ４件（４市） 

 

【有料サービス実績】 

メニュー 内  容 団体名 受注額 

維持管理アドバイ

ザリー 

水質管理をベースにした

技術的アドバイス 
秩父市・東松山市 計約９９万円 

修繕発注者支援 設備更新や修繕に関する

技術的アドバイス 

蕨市・桶川市・ 

川島町 
計約４３０万円 

 

（３）メールマガジンの配信 

市町・組合を対象に、維持管理のノウハウや支援サービスの事例、公社や県、市町・組合

からの情報を毎月１回メールマガジン「埼玉下水」で配信した。 

令和２年８月から令和７年１月まで号外含む累計１２１通を配信している。令和７年２月

以降は配信停止としており、適宜再開予定である。 

（４）維持管理動画の配信 

市町・組合を対象に、維持管理のポイントなどを紹介する動画「埼玉下水.tv テクニカル

ノート」を制作し毎月１回 YouTube で配信した。 

令和３年６月から令和６年１２月まで累計４３本を配信している。令和７年１月以降は配

信停止としており、適宜再開予定である。 

（５）市・組合の脱水汚泥の受入れ 

    東松山市、羽生市及び坂戸、鶴ヶ島下水道組合の終末処理場で発生した脱水汚泥を流域の

水循環センターで受け入れ、焼却処理を行った。 
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【脱水汚泥の受入状況】 

市町等名 受入施設 受入数量（ｔ） 

東松山市 
元荒川水循環センター ９７８.１１ 

新河岸川水循環センター ３６８.１８ 

羽生市 元荒川水循環センター ６７９.７５ 

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 新河岸川水循環センター ２,０５１.０７ 
計  ４,０７７.１１ 

（６）未来創造ＰＴの設置 

     令和６年度に引き続き、未来創造ＰＴにおいて組織体制強化の検討など公社の将来像につ

いて検討を行った。令和７年度は、特に各支社で行っている設計積算業務を集約して効率化

を図る「（仮称）設計センター」について、令和９年度からの実施に向けて検討を行った。 

７ 埼玉県による海外下水道技術支援事業への協力 
タイ・レムチャバン市 

    埼玉県が、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の草の根技術協力事業により実施し

ている技術支援について、県の要請に応じて職員の派遣などを行った。 

ア 事業概要 

事 業 名：タイ王国レムチャバン市下水道インフラ維持管理支援プロジェクト 

     実施期間：令和４年９月３０日～３年間 

実施体制：（日本側）埼玉県下水道局、（公財）埼玉県下水道公社、前澤工業（株）、 

（一社）埼玉県建設コンサルタント技術研修協会 

          （タイ側）レムチャバン市 

イ 技術者派遣   

第１回（７月） ：５名（うち県２名、公社２名、その他１名） 

     第２回（１１月）：６名（うち県３名、公社２名、その他１名） 

ウ 本邦研修   

 実施期間：令和７年９月１日から１３日（２週間） 

研 修 員：５名（副助役１名、衛生課職員４名） 

実施場所：荒川水循環センター 

     

８ 効果的な普及啓発事業の実施 

（１）多様な普及啓発事業の実施 

ア 施設見学会・移動下水道教室・マンホールカード配布 

  施設見学会や移動下水道教室を実施した。 

施設見学等の参加者を増やすため、施設見学をＰＲするクマムシくんアニメーショ

ンやバーチャル下水道施設見学等を活用し、学校等に対するＰＲ活動を推進した。 

また、マンホールカード配布を行うとともに、第２回デザインマンホールコンクー

ル人気投票を実施した。 

イ 各種イベント 

ホタル観賞会、荒川下水道フェスタ、下水道フォトコンテストなどの各種イベント

を開催するとともに、市町等が開催する地域イベントにブース出展を行った。 

ウ 埼玉県下水道サポーターと連携した活動 

埼玉県下水道サポーターと連携して、各種イベントでわかりやすい展示・説明を行

った。 

エ 高校生による壁画制作 

水循環センター内の施設見学コースなどに、高校美術部の協力を得て下水道の役割

をアピールする壁画を制作した。 
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（２）「下水道の日」関連行事の開催 

「下水道の日」（９月１０日）の関連行事として、埼玉県及び埼玉県下水道協会との共催

で、下水道に関する標語、ポスター及び書道の作品コンクールを実施した。 

応募総数は９，５１４点で、審査を経て優秀作品４１点を選出し、１１月２９日（土）に

表彰式を開催した。 

【作品コンクール応募数】 

標 語 ポスター 書 道 合 計 

５１７ １，１２９ ７，８６８ ９，５１４ 

 

（３）インターネットを活用した広報活動 

   公社ホームページやＳＮＳ(Ｘ（旧 Twitter）・Instagram・Youtube)を活用し、幅広い世

代を対象とした広報活動に取り組んだ。 

【ホームページアクセス数】 

令和７年度 令和６年度 増減(△) 伸率(％) 

７４，６７１ ８９，７６７ △１５，０９６ △１６．８％ 

 

９ 職員の採用・育成、技術の継承 

（１）計画的な職員の採用・育成 

プロパー職員の退職に伴う、年齢構成や職種間のバランスを考慮した計画的な職員採用

（事務職２名、電気職４名、機械職３名、化学職２名）を行うとともに、各種研修を実施し

た。 

研修会名 開催時期 内   容 

新規採用職員研修 入社月 
職員としての心構え、下水道に関する基礎的知識

の習得 

危機管理・特別技術研修  ９月 
気象予報士による危機管理講演、深層曝気技術・

ドローンの実演などの新技術研修 

専門研修 

（下水道事業団等主催） 
適宜 

下水道に関する専門的知識や技能の習得 

法令に基づく講習 

若手技術職員研修 ７月、１２月 

修繕現場等での実践的知識の習得及びトラブ

ル事例をテーマとした危機管理に関するグル

ープワーク研修 

（２）若手技術職員の育成 

若手技術職員が５年程度で一人前になることを目指して策定した「若手職員育成プログラ

ム」を活用して、職場におけるＯＪＴを実施するとともに、研修会や講習会への参加、維持

管理に必要な資格取得を促し、若手技術職員の育成を図った。 

【資格取得実績】 

資格取得試験・講習 取得者数 

電気主任技術者（第２種） １人 

環境計量士（濃度） １人 

ITパスポート ５人 

ボイラー技士（２級）、日商簿記（２級）など ５５人 
 

１０ 誰もが働きやすく、活躍できる安全で快適な職場づくり 

（１）働き方改革の推進 

働き方改革を推進し、ワークライフバランスが確保され、誰もが生き生きと働ける

職場づくりを行った。 

時間外勤務の縮減に努めるとともに、テレワーク（在宅勤務）等による柔軟な働き

方を実施した。 
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仕事と育児、仕事と介護の両立を図るため、育児休業や介護休暇を取得しやすい環

境づくりを行った。 

（２）安全で快適な職場環境の形成 

各所属所で安全衛生委員会を開催し、安全で快適な職場環境の形成に努めた。また、労働

災害防止週間（７月、１１月）において最重点項目を設定し、安全パトロールや安全研修な

どを実施し、労働災害の防止を図った。また、役員と職員の意見交換会等を実施した。 

（３）目標による業務運営の実施 

中期経営計画や公社が進むべき針路などの目標達成のため、職員一人ひとりが上司

と面談しながら目標と取組内容を決め、進捗状況の確認を行う「目標による業務運営」

を実施し、職員のモチベーション向上を図った。 

（４）職員提案制度等を通じた意欲の向上 

事務の効率化を図るため、事務事業の見直しとして１０件の提案があり、見直しを行った。 

１１ 管理運営事業 
（１）評議員会の開催 

  ア 令和７年度第１回評議員会 

開催日：令和７年６月１１日（水） 

場 所：埼玉県下水道公社本社３階会議室（オンライン併用） 

議 事：・令和６年度事業報告及び決算 

その他：・令和７年度事業計画及び収支予算 

    ・会計監査人の再任 

・八潮陥没事故における公社の対応状況 

  イ 令和７年度第２回評議員会（みなし決議） 

開催日：令和８年３月２７日（金） 

議 事：・評議員、理事、監事の選任 

・役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部を改正する規程 

（２）理事会の開催 

ア 令和７年度第１回理事会（みなし決議） 

開催日：令和７年４月１日（火） 

議 事：・理事長、常務理事の選定に係る承認 

イ 令和７年度第２回理事会 

開催日：令和７年５月２６日（月） 

場 所：埼玉県下水道公社本社３階会議室（オンライン併用） 

議 事：・令和６年度事業報告及び決算 

    ・令和７年度第１回評議員会の開催 

報 告：・中期経営計画（令和５年度～令和９年度）の中間見直し 

その他：・八潮陥没事故における公社の対応状況 

ウ 令和７年度第３回理事会 

開催日：令和８年３月２６日（木） 

議 事：・中期経営計画（令和５年度～令和９年度）の改定 

    ・令和８年度事業計画及び収支予算 

    ・令和年度第２回評議員会の開催 
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報 告：・令和７年度第２回理事会以降の職務執行状況 

 ・役員等職務権限規程第５条第２項の規定に基づく理事長の決定 

 (給与規程の一部改正） 

 

（３）監事監査の実施 

実施日：令和７年５月１２日（月） 

内  容：令和６年度事業報告及び決算に係る監査 
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１２ 運営組織 
（１）評議員及び役員に関する事項（令和８年３月３１日現在） 

ア 評議員名簿（非常勤７名） 

役 職 名 氏    名 摘     要 

評 議 員 袖 野 玲 子  学校法人芝浦工業大学教授 

〃 井 上   剛 日本下水道事業団研修センター所長 

〃 町 田 明 美 株式会社右門代表取締役 

〃 齋 藤   稔 さいたま市建設局長 

〃 秋 元 智 子 環境ネットワーク埼玉事務局長 

〃 伊 田 恒 弘 埼玉県都市整備部長 

〃 吉 田   薫 埼玉県下水道局長 

イ 役員名簿（常勤理事３名・非常勤理事８名・非常勤監事２名） 

役 職 名 氏    名 摘     要 

理 事 長（常勤） 武 井 裕 之  埼玉県下水道局局付 

常務理事（常勤） 小久保 賢 一 埼玉県下水道局局付 

理  事（常勤） 星   友 治 埼玉県下水道局局付 

理 事（非常勤） 渡 辺 賢 司 熊谷市上下水道部長 

〃 山 本   敏 川口市上下水道局事業部長 

〃 高 柳 徹 也 本庄市上下水道部長 

〃 吉 村   憲 狭山市上下水道部長 

〃 及 川 勝 隆 深谷市環境水道部長 

〃 神 谷 久 孝 久喜市上下水道部長 

〃 神 田   等 滑川町上下水道課長 

〃 高 橋 勝 己 宮代町まちづくり建設課長 

監 事（非常勤） 岩 﨑 寿美子 埼玉県会計管理者 

〃 田 中 正 一 税理士 

（２）職員に関する事項（令和８年３月３１日現在） 

本・支社名 県派遣 プロパー  計 

本 社  ２      １２      １４ 

荒川左岸南部支社  ４      ２１      ２５ 

荒川左岸北部支社  ３      ２１      ２４ 

荒 川 右 岸 支 社  １      ２１      ２２ 

中 川 支 社  ２      １８      ２０ 

古 利 根 川 支 社  １      １１      １２ 

計 １３      １０４     １１７ 

※プロパー職員数には、再雇用職員６人、契約職員４人、非常勤職員５人を含む 

※ 令和７年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規

則」第３４条第３項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」がないの

で、事業報告の附属明細書は作成していない。 


